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Businesses requested to provide temporary shelter for those who cannot return home in case of major earthquakes. 

It is probable that businesses who provided such  shelter liable to the victims to compensate  for those damages 

caused any defect in the installation or preservation of any structure on land as possessor and owner under Article 

717 of Civil  Code.  It is necessary to find any way to make light their liability for additional offers of temporary 

shelter. 
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１．問題の所在 

平成２３年３月１１日の東日本大震災では、地

震、津波、原発汚染などで甚大な被害が発生、そ

の復旧は緒についたばかりである。加えて首都圏

では帰宅困難者問題が顕在化し（１）、俄かにその対

策が打ち出されてきたが、その中心となる帰宅困

難者一時滞在施設（東京都帰宅困難者対策条例１

２条で「一時滞在施設」と定義、以下「一時滞在

施設」という。）の確保は９２万人にも及ぶ目標に

対して途上である。その懸念の一つが一時滞在施

設で二次災害が発生した場合の施設提供者の責任

問題だと思われる。施設提供者に関する責任の有

無や程度を検討するため、災害前後を通じて、帰

宅困難者、施設提供者、行政の三社関係を整理す

る必要がある。本稿は、その中で土地の工作物責

任（民法７１７条）に焦点を当て、施設提供者の

責任が過重になりかねないことを検討しながら、

首都圏を念頭に、一時滞在施設の整備が進むこと

を期するものである。 

東京都は「発災時の損害賠償責任が事業者に及

ばない制度」の創設を国に対し要請する（２）、とし

ており、本稿と問題意識を共にするようだが、議

論の場とするのも本稿の狙いの一つでもある。 

 

２．帰宅困難者問題の重要性 

本問題は、「容易に帰宅できない」ことが問題で

あるように表現されるが、実はそれに留まらない。 

第一に、容易に帰宅できなくなった群衆の混雑

程度が一定以上になると「群衆雪崩」（３）現象が起

こる可能性が高まる（４）。この現象が死傷者の発生

につながることは明石市の花火大会事故（平成１

３年７月２１日、死亡１１名、負傷２４７名）に

おいて記憶に新しい。なお、東京都は危惧される

直下型地震において帰宅困難者を４５０万人程度

と想定しており（５）、一時滞在施設の整備如何では

群衆雪崩の可能性を否定できない。 

第二に、このような群衆は車道に溢れ、交通渋

滞をより一層激化させ、緊急自動車の活動を妨げ

ることによって消火や救命活動の支障となる。 

第三に、帰宅できなかったことに加え、帰宅途

上での受傷、消火救命活動の停滞などによる死傷

者の増加、更に緊急活動の支障も加わり、翌日以



2 

 

降の生産活動に地震による直接的影響以上のダメ

ージを与える可能性がある。平成２６年６月３日

閣議決定された国土強靱化基本計画で指摘するよ

うに、グローバルな企業活動のサプライチェーン

が途切れることで国際競争力にも悪影響を及ぼす。 

帰宅困難者対策が重要である所以である。 

 

３．帰宅困難者の意義 

帰宅困難者とは「事業所、学校等に通勤し、通

学し、又は買物その他の理由により来店し、若し

くは来所する者等で徒歩により容易に帰宅するこ

とが困難なものをいう」（前掲都条例１条）と定義

されるが、同条には「大規模な地震その他の災害

が発生したことに伴い、公共交通機関が運行を停

止し、当分の間復旧の見通しがない場合」との前

提も示されている。 

災害対策基本法で、災害とは「暴風、竜巻、豪

雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、

津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は

大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害

の程度においてこれらに類する政令で定める原因

により生ずる被害」（同法２条１号）と定義される。

他の法令等ではこれが引用されることが多いが、

上記都条例では独自に「大規模災害」という語を

用いている。 

一方、内閣府と東京都が平成２３年９月に設置

した首都直下地震帰宅困難者等対策協議会では

「帰宅困難者を『地震発生時に外出している者の

うち、近距離徒歩帰宅者を除いた帰宅断念者と遠

距離徒歩帰宅者』として取り扱う」としている（６）。 

以上から、帰宅困難者とは、特定の理由で特定

の施設に行く目的で外出している者で徒歩で容易

に帰宅できる近距離者以外の者、と言うことがで

きる。外出していない者が含まれていないのは当

然と思われるが、近距離でも容易に帰宅できない

者は帰宅困難者に含まれていると考えられる。た

だ、ある理由により施設等「どこか」に行こうと

していることが必要のようであり、単に散策して

いる、あるいは屯している者が除かれているとも

読めるがあまり限定的にとらえるべきではないだ

ろう。同協議会で公表している５種類のガイドラ

イン（７）では、災害発生時点で、特定の施設にい

る場合は当該施設側に滞在者の保護が求められる

が、そうでない場合には最寄りの施設に誘導され、

そこで保護が図られる。施設に収容し、施設に保

護の実務を要請し、そのための事前準備を要請す

る仕組みと言える。ただ、震災の際に特定施設の

利用者の保護を内容とするガイドラインもあり、

帰宅困難者とは区別している（８）。 

 

４．帰宅困難者対策の目的 

帰宅困難者対策の当面の目的は、定義に該当す

る者の安全の確保及び安心の提供にあると思われ

る。しかし、前述のように国土強靱化基本計画に

まで影響を与える問題であり、平穏な帰宅を誘導

し、緊急活動への支障を排除し、事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）や地域の機能継続計画（ＤＣＰ）、更には国

の機能継続にも資するという面もあると思われる。 

 

５．帰宅困難者対策の方法（９） 

東京都は前掲条例において、帰宅困難者対策の

方法として、一斉帰宅の抑制、一時滞在施設の確

保、安否確認と情報提供のための体制整備、混乱

収拾後の帰宅支援などを打ち出している。その実

現のために、従業員が事業所に滞留できるよう３

日分の水・食料の備蓄を事業者に求め、収容能力

が東京ドーム３３個分に匹敵する一時滞在施設の

確保を進めるなど、具体的な対策を実施している。 

 

６．帰宅困難者一時滞在施設の法的位置づけ 

（１）災害救助法 

災害救助法では、災害時に国が「応急的な」「必

要な救助」を行う（同法１条）ことになっており、

その実施の確保のためにかなりの強制的権限が前

提となっている。金銭給付によることも想定され

ている中（同法２３条）、政府はかたくなに現物給
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付主義を崩していないとされる（１０）。１０種類あ

る救助の中に「避難所」がある（同法４条）が、

一時滞在施設とは関連付けられていない。 

昭和３４年の伊勢湾台風直後制定の同法に帰宅

困難者の想定がないことは仕方がないが、同法上

の位置づけを明確にし、自治体・施設提供者間の

個別の要協議事項を減らす方が合理的である。 

最近成立している条例などにおいては、災害対

策基本法の災害定義が引用されており、法律との

関係が整理されつつある。 

（２）災害協定 

東京都は前掲都条例１２条１項に則り、都が所

有し、又は管理する施設の中から一時滞在施設を

指定している（平成２５年４月１日総務局発表に

よると２００施設、受入人数は約７万人）。  

 民間の協力による確保も進んでおり、例えば千

代田区では累計で目標の２万人分を超えた。 

民間との協定内容は「帰宅困難者等被災者への

一時的な滞在場所やトイレの提供など」（千代田区

のＨＰ）と抜粋、要約して公表されることが殆ど

である。習志野市の協定事例では、千葉工業大学

などとの間で「協力を行う際に、安全配慮義務を

果たしたにもかかわらず発生した損害の責任は協

力者には及ばない」との取り決めがある。工作物

責任の重さを考えるとこのような取り決めが適切

なのだろうか。文章上明らかではないが、自治体

が責任を負う趣旨なのかもしれない。更に、帰宅

困難者の退去の確保、水や食料の費用補填、協力

者側職員の損害補償などの取り決めがある（１１）。 

 

７．工作物責任と帰宅困難者問題の接点 

（１）懸念される事故と損害賠償責任問題 

地震による建物の崩壊などによって他人に損害

を生じた場合に建物の占有者や所有者は土地工作

物責任を問われる可能性がある。 

工作物責任とは、民法７１７条に定められた「土

地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによ

って他人に損害を生じたとき」に、その工作物の

占有者又は所有者に課せられる被害者に対しての

損害賠償責任である。ローマ法に起源をもち、近

世大陸法のもとでは、主として、建物の設置又は

保存の瑕疵による崩壊から生ずる損害に対する所

有者の無過失責任として特徴づけられたといわれ

ている（１２）。 

借主など占有者がいる場合は、占有者が一次責

任を負い、占有者が「損害の発生を防止するのに

必要な注意をした」ことを立証し免責されると所

有者が無過失責任とされる二次責任を負う。占有

者と所有者に重畳的に負わせているのには民法起

草時の議論の折衷によるところが大きいことが指

摘されている（１３）。 

一時滞在施設における工作物責任を考えるとき

の論点は、土地工作物の範囲、設置・保存の瑕疵、

瑕疵と過失との関係、地震などとの競合、一時滞

在施設の占有などである。さらに民法領域以外か

ら、被害の背景にある余震、非構造部材の耐震性

能に関する問題などがあり、（２）以降で検討する。 

（２）土地工作物の範囲 

定義に基づく帰宅困難者一時滞在施設は、駅、

ビル、ホールなど多様な種類に亘る（学校などの

公共施設は災害救助法における「避難所」となる

可能性が高く、ここでは除外されることを想定し

ている）が、基本的に建物であると思われる。こ

れは帰宅困難者を一時的に安全に収用するという

目的から考えて当然のことだが、収容人数に限界

があると、建物とは言い難い広場、グランド、公

園などが受け入れ施設とされる可能性も無いとは

言えない。この場合はそもそも建物崩壊による被

害が起こらないと言えるが、隣接建物、柱状の照

明設備や高いネットフェンスの倒壊事故、土地段

差間にある擁壁の崩壊事故は想定し得る。これら

の事故原因になった設備や構造物などはいずれも

土地に定着している工作物であることが殆どであ

り、帰宅困難者一時滞在施設については工作物概

念上の議論の余地は少なく、この点で工作物責任

が否定されることはまずないと思われる。 
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（３）設置・保存の瑕疵 

①瑕疵の概念 

工作物責任は、所有者にとって無過失責任であ

ると一般的には言われているものの、無制限では

なく、一定の条件のもとで免責される占有者を含

めて、損害賠償責任を負うのは工作物の設置・保

存に瑕疵があった場合に限られる。主観的な故意

過失を瑕疵という客観的事実で代置したと見るこ

ともできる、一種の無過失責任ではあるけれども、

完全な無過失責任ないし絶対責任ではなく、瑕疵

の存在による客観的責任、とも言われている（１４）。 

瑕疵が非常に重要な要素になるが、「当該の工作

物がその種類に応じて通常有すべき安全的性状又

は設備の缺けていることを謂う」（１５）、あるいは

「その物が本来具えているべき性質または設備を

欠くこと」とも言われ（１６）、瑕疵概念は極めて抽

象的である。その中で、瑕疵の成立のためには、

公的な基準を満足しているかどうかということも

重要要素の一つとなるが、基準を満たしてもそれ

だけでは瑕疵無しとされるわけではない（１７）し、

宅地造成工事において施行前の基準を満たさない

ために瑕疵ありとされた事例（１８）もある。一般に、

工作物の設置はできるだけ自由に行われるべきも

のと考えるが、伝統的に建築物、機械類は元来危

険なものであるという見方が定着しており、例え

ば建築物には法律のほか多くの基準が示されるに

至っている。事故に学んで基準が積み重ねられて

きた経過を考えると、基準は後追いのことが多く、

基準を満たしても事故無しとならないことは自明

である。更に、地震直後の建物の状況から、一時

滞在施設として提供した場合に帰宅困難者に被害

を与えないか、そのような瑕疵が生じていないか

を判定することは難しい。一時滞在施設の提供は

地震の当日夜に求められているため、時間的余裕

はない。公的基準が無くても、産・学・官による

研究やインシデントの収集、想定の見直しなどに

より最善の対策を講じるべきである。そしてその

具体的な努力の有無が瑕疵判断に加えられるべき

だと考える。 

②で述べる余震と建物の非構造部材の耐震性を

考えるとき保存の瑕疵は新たな局面を迎える。 

②余震の問題 

地震被害と工作物責任は一般的には本震にかか

る被害について議論されているが、一時滞在施設

を巡る問題は「本震」ではなく、「余震」による被

害を前提とする。一時滞在施設は本震後に開設さ

れているはずのものであり、そこで発生する可能

性のある地震に起因する事故は基本的には余震に

伴うものだからである。また、施設は既に本震の

影響を受けているという事実も忘れてはならない。 

ここで東日本大震災時の余震を検証すると、気

象庁が公開しているこの地震の余震データでは３

月１１日の当日に本震とは別にマグニチュード７．

０以上が３回、同６．０以上が３８回、同５．０

以上が実に１８０回となっている。翌日以降その

回数、規模は減少するものの本震直後にかなり大

きなエネルギーが被災建物を波状的に襲っている。 

余震による深刻な被害例もある。同年４月７日

のマグニチュード７．２（気象庁発表）の余震に

よって、本震では大きな被害を免れた福島県いわ

き市にあるスパリゾートハワイアンズの建物が壊

滅的被害を受けた（１９）。また山形県尾花沢市では

震度５強だった３月１１日には目立った被害がほ

とんどなかったにも関わらず、この余震で１３０

件を超える建物被害や道路損壊が発生、隣接する

大石田町でもほぼ似たような経過の中、住宅に数

十件の損壊被害が出た（２０）。 

前述の「通常有すべき安全的性状」という視点

から保存の瑕疵を考えた場合、一時滞在施設は本

震によって瑕疵を生じてしまっている可能性もあ

り、瑕疵の存否を巡る議論では本震における議論

よりも占有者、所有者側に損害賠償責任といった

負担を課せられる可能性がある。一般的に本震直

後から被災度のチェックにより緊急の安全点検が

実施されるが、通常有すべき安全的性状の保持は

一時滞在施設の提供には必須であろう。 
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③非構造部材の耐震性能に関する問題 

一時滞在施設として使われている建物は原則と

して新耐震基準（昭和５６年改正による耐震基準）

で設計されているものに限られており（２１）、これ

までの大地震でも安全性が実証されているが、構

造部材以外（天井など非構造部材や照明、空調な

どの器具類、什器類）に脆弱性が指摘されている。 

東日本大震災においては、建物が地震に耐えて

いたにもかかわらず、天井が崩落した事故がかな

り知られている。ミューザ川崎シンフォニーホー

ル（川崎市）では天井が崩落し、市が設計者・施

工者などを相手取り２０億円の損害賠償請求訴訟

を提起している（２２）。九段会館（東京都千代田区）

では天井崩落により卒業式に出席中の講師２人が

死亡、２０人以上が負傷する事故が発生した（２３）。 

これらの事故については、建物構造部分におけ

る耐震性能と天井など非構造部材の耐震性能が全

く別のものであることが指摘され、多くの建物所

有者、占有者、利用者の驚くところとなった。 

このため平成２５年７月に建築基準法施行令が

改正され（建築物の天井脱落及びエレベーター等

の脱落防止対策等に係る建築基準法施行令の一部

を改正する政令）、同年８月には関連告示（天井脱

落防止対策およびエレベーター等の脱落対策）が

公布された。改正施行令は平成２６年４月から施

行されている。 

一方、文部科学省は、東日本大震災で学校施設

の天井脱落事故が多発したため、平成２４年９月

から屋内運動場等の天井等の脱落防止対策を推進

していたが、建築基準法施行令の改正を受けて、

平成２５年８月「学校施設における天井等落下防

止対策のための手引」を作成の上、教育委員会な

どを通じて全国の公立私立の学校に一層の対策推

進を通知している（２４）。 

しかしながら学校以外の既設の建物においては

非構造部材の耐震能力の脆弱性は解消されていな

いのが現実であり、ここにも一時滞在施設につい

て工作物責任が問われかねない事情が潜んでいる。 

（４）瑕疵と過失との関係 

既述のように瑕疵が定義づけられ、瑕疵の内容

が明らかになってくると、工作物責任を考える上

では瑕疵があればよいのであって、工作物の占有

者や所有者の故意、過失は問題にならない。しか

し、実際上はこの瑕疵の判断においても、過失責

任を原則とする一般の不法行為（民法７０９条）

の過失の判断においても、類似の要素が検討され

ている。このため、瑕疵を高度の注意義務違反と

とらえることで同７１７条を同７０９条の延長と

する考えが主張されており（２５）、この渾然とした

状態に鑑み「過失の衣を着た無過失の理論」と名

付けられることがある（２６）。なおこの理論名称に

ついては「無過失の衣を着た過失責任」と訂正さ

れるべきとの指摘もある（２７）。 

（５）地震など不可抗力との競合 

 不可抗力との競合は、具体的事例における設

置・保存の瑕疵の判定として議論されている。 

宮城県沖地震によるブロック塀倒壊で発生した

死亡事故において、塀の所有者に設置・保存の瑕

疵が認められないとして損害賠償責任を否定した

事例では、築造当時の規制に反するものではない

こと、過去５０年の実情から築造当時において当

該地域では震度５程度が予測可能な最大級の地震

であるところ本件地震は震度６だったこと、「本来

備えるべき震度５の地震に耐え得る安全性を欠い

ていた」かの立証がないこと、などが否定理由と

なった（２８）。震度５の地震にも耐え得る安全性を

欠いていたとの立証ができていたら、果たして損

害賠償責任が肯定されたのだろうか、その点が気

になるところであるが、「本来備えるべき」期待要

件がポイントであった可能性は高い。 

阪神淡路大震災による賃貸マンションの一部倒

壊で発生した死亡事故においては、極めて精密な

検討により「通常有すべき安全性を有していなか

ったと推認し」て「設置の瑕疵と想定外の揺れの

本件地震とが、競合して」とし、「損害の公平な分

担という」制度主旨を理由として、自然力の寄与
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度を５割であるとし、所有者に５割に減ぜられた

損害賠償責任を肯定している（２９）。 

両事件とも震災による被害であるが、事実関係

が大きく異なるため単純な比較はできない。ただ、

両判例とも地震との競合で被害が発生した場合

「本来備えるべき」「通常有すべき」と表現には差

があるものの、期待されるべき安全性を欠いたの

かどうかに注目している。 

本震に耐えた一時滞在施設に期待されるべき安

全性および余震との競合、更に瑕疵の関係はまだ

具体的な検証ができない状況であるが、本震に対

応する場合とどう異なるであろうか。一時滞在施

設として活用しようとしている場面であり、本震

を経たことによって、安全性への期待や通常有す

べき性能レベルが大きく下がることはないはずで

ある。それだけに、一時滞在施設提供者側にとっ

てその確認が重要である。前述した非構造部材の

脆弱性が明らかになっている以上、その補強が事

前（震災以前）に完了していることが期待される

であろう。未了であれば、地震後にその領域の緊

急安全チェックを入念にするべきだし、十分確認

できなければ、帰宅困難者の滞在スペースを遠ざ

けるなどの配慮が求められるであろう。 

（６）一時滞在施設における占有 

①一時滞在施設提供者の占有 

工作物責任において損害賠償責任を負うのは、

占有者、所有者であり、前者は損害の発生を防止

するに必要なる注意を為すと免責されるが、後者

は免責されない。一時滞在施設は災害直前まで平

穏に占有を継続していた者が帰宅困難者のために

提供するのが一般的と思われるが、提供後もその

提供者の占有は継続していると考えられる。賃借

している者（例えばテナント）は基本的に占有者

であるが、一時滞在施設として提供されるのは、

ロビーなど共用部分が一般的であり、その占有者

は所有者か１棟を一括賃借している者に限られる

であろう。 

ただ、大面積の賃借人が借室を一時滞在施設に

提供すると、その賃借人が占有者として工作物責

任上の一次責任者となる。この占有者が免責の立

証に失敗すると賃貸人あるいは所有者は責任を免

れるような形になる。しかし「占有者から特に間

接占有者を除外すべき法文上の根拠はない」とも

されており（３０）、賃貸人や所有者を間接占有者と

考えて、占有者責任を追及できると思われるので

二次責任者として責任を免れる可能性は高くない。 

所有者から国が建物（三信ビル、千代田区有楽

町）を借りて占領軍に提供している（占有者は占

領軍という状況の）中で発生した感電死事故につ

いて、国に間接占有者として工作物責任を負わせ

た事例（３１）もある。また近年、事故原因となった

ガス設備の占有の有無に関する判例（３２）において、

占有者概念が弾力的に取り扱われている。事実認

定に難しさがあるが、占有者概念の拡張による被

害占有者と所有者との関係が整理されてきたとい

う指摘（３３）もある。 

②帰宅困難者自身の占有 

一時滞在施設は、所有者あるいは賃借人など正

当な占有者が帰宅困難者のために開放したもので

ある以上、滞在している帰宅困難者自身は、示さ

れた条件の下で建物に入場する正当な権限を付与

されていると考えられる。この帰宅困難者自身の

状態が占有であるとすれば、帰宅困難者は工作物

責任を負う側に立つことになる。また、本稿では

帰宅困難者自身が被害を受けた場面に問題意識を

持っているが、占有者たる自分に損害賠償を求め

るという実現不可能な形となる。そもそも占有者

は民法７１７条の他人ないし被害者に該当しない

とする「他人性」を否定する議論（３４）もある。こ

のように、帰宅困難者自身に占有があるという見

方は、一時滞在施設提供者側の責任を軽減するこ

とにつながるものの、帰宅困難者に発生する被害

には対処しにくくなると言える。 

一方、民法１８０条の解釈上、「占有権は占有と

いう事実－すなわち、自己のためにする意思をも

って物を所持する事実－を法律要件として生ず
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る」（３５）とされる。また「所持」は「物が社会観

念上その人の事実的支配に属すると認められる客

観的関係に存すること」、「多少継続的な支配関係」、

「他人の干渉を排斥しうる状態」（３６）とも指摘さ

れている。これら「所持」の要件的な状態は帰宅

困難者自身の状況とは合致しないと言える。更に

建物の瑕疵を独自に補修することも困難であると

いう事情も合わせれば、帰宅困難者は一時滞在施

設における占有者とは言えないと考えられる。 

また、帰宅困難者が、占有者でないとしても占

有補助者にあたるかどうかについては、何らかの

組織の成員という位置づけを要すると考えられる。

一時滞在施設提供者と帰宅困難者は関係者でない

ことが一般的であるため、帰宅困難者を一時滞在

施設提供者側の成員と考えるのは難しい。また、

帰宅困難者（遠隔地居住）と所轄自治体も無縁な

ことが多いと思われ、帰宅困難者を自治体の成員

と考えるのも難しい。集散流動的な帰宅困難者同

士で何らかの組織を構成しているとも考えにくく、

「なんらかの団体法的関係が占有の基礎にある場

合」（３７）という定義に照らして占有補助者にはあ

たらないと言える。 

③自治体の占有 

一時滞在施設は、所有者や占有者の独自の判断

によって開設される場合もないとは言えないが、

条例や自治体との災害協定によって、あるいは臨

機の提供要請に応じる形で開設される場合が多い

と思われる。災害協定の内容からも、一時滞在施

設の運営に関して自治体が少なからず関わりを持

つことが窺われる。また、そうすることによって、

より多くの一時滞在施設が確保できると言える。 

このような実態から、一時滞在施設において自

治体に占有があると言えるかを考えると、前述の

「所持」に関する定義との関係では自治体に占有

があるとは容易には認めがたい。しかし、災害協

定事例から、一時滞在施設の開設には自治体が主

導的な役割を演じていること、運営経費や運営上

の損害を自治体が負担しようとしていること、一

時滞在施設閉鎖にあたって自治体が帰宅困難者の

退去（明渡し）に全面的に協力することなどが読

み取れ、実質的には公設民営型を目指しているよ

うに感じられる。短期間とはいえ非常に重大な機

能を果たしていることを併せ考えれば、協定で自

治体自身に占有がある形式とし、一時滞在施設提

供者を工作物責任から解放するべきだと考える。 

 

８．おわりに 

減災の柱でもある帰宅困難者一時滞在施設につ

いては、法令による施設の位置づけが必ずしも十

分でないことを明らかにする努力をした。  

懸念される土地工作物責任については、議論は

あるものの一時滞在施設の提供者が責任を問われ

る可能性は高く、余震や非構造部材の耐震性を考

えると、一時滞在施設における二次災害発生も心

配される。自治体は国を巻き込んで提供者に責任

が及ばない新制度を模索しているが、一時滞在施

設を公設民営方式とし、自治体の占有を認識する

ことによって工作物責任論の下でも賠償責任を自

治体に転嫁することが可能ではないかと考える。 

もとより減災は現場の力が最大の武器である。

制度や仕組み作りと同時に、訓練が重要であるこ

とをかみしめたい。（以上） 

 

＜謝辞＞拙稿に複数の匿名査読者から貴重なご

指摘を頂戴いたしました。教訓を永く心に留める

と共に、ここに厚く御礼申し上げます。 

（注） 

（１） 平成２４年１月１３日公表の「東京都の帰宅困難者対策

の基本的考え方」第１章２東日本大震災の検証では、首

都圏５１５万人、東京都３５２万人、公共施設１０３０

か所に９４００１人収容とされている 

（２） 平成２４年１１月東京都帰宅困難者対策実施計画では、

その２．一時滞在施設の確保（２）実施計画の内容⑥民

間施設の一時滞在施設の確保に関する制度創設を国に

要請（総務局）の中で、「発災時の損害賠償責任が事業

者に及ばない制度」の創設を表明している。 
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（３） 室崎益輝（２００２年）、「明石花火大会における群衆雪

崩」、予防時報２０８号９頁 

（４） 廣井 悠（２０１３年）、「帰宅困難者問題を考える」予

防時報２５３号１２頁 

（５） 平成１８年５月に東京都が作成した「首都直下地震によ

る東京の被害想定報告書」において、東京湾北部地震（Ｍ

７．３の規模）が起きた場合、都内には約３９２万人の

帰宅困難者が発生し、東京都外や海外からの訪問者を加

えると約４４８万人になるとの指摘がなされていた。 

（６） 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会、平成２４年９月

１０日最終報告３頁 

（７） 「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」（勤務

先にいた従業員や居合わせた取引先関係者を想定）、「大

規模な集客施設や駅等における利用者保護ガイドライ

ン」（商業施設や駅に居合わせた利用客を想定）、「一時

滞在施設の確保及び運営のガイドライン」（駅周辺の滞

留者や路上等の屋外で被災したために待機する場所の

ない者を想定）、「帰宅困難者への情報提供ガイドライ

ン」、「駅前滞留者対策ガイドライン」 

（８） 電車に乗ろうとして駅にいた人と偶々駅前にいた人が

共に遠距離帰宅者でも、前者は「大規模な集客施設や駅

等の利用者保護ガイドライン」で駅内に保護、後者は「駅

前滞留者対策ガイドライン」で保護される。 

（９） 前掲、東京都帰宅困難者対策実施計画Ⅱ各項 

（１０） 生田長人、（２０１３年）『防災法』、法律学講座、１６

０頁、信山社） 

（１１） ＨＰにおいて、「帰宅困難者一時滞在施設等の対策／官

民協働の取り組み」）として協定書内容を開示。学校法

人千葉工業大学、日本ホテル株式会社（ホテルメッツ津

田沼）、公益財団法人習志野文化ホール。 

（１２） 五十嵐 清、（１９７７年）、「工作物責任」、法律時報、

４９巻４号８７頁 

（１３） 松本克美（２００８年）、「土地工作物責任における＜第

一次的所有者責任・第二次的占有者責任論＞の可能性」、

立命館法学３２１・３２２号４６４頁以下 

（１４） 加藤一郎（１９７７年）、『不法行為増補版』法律学全集

２２－Ⅱ、１９６頁、有斐閣 

（１５） 我妻栄（１９８８年）、『事務管理・不当利得・不法行為』

復刻版新法学全集、１８３頁、日本評論社） 

（１６） 五十嵐 清（２０１３年）、注釈民法復刻版１９巻３１

０頁、有斐閣 

（１７） 前掲（１２）・五十嵐 清８８頁 

（１８） 広島地判昭和４２年８月２２日、判例時報５０６号５２

頁 

（１９） ダイアモンドオンライン、２０１４年５月２３日「大震

災３年目の『今』を問う」、ダイヤモンド社 

（２０） 山形新聞、２０１１年６月４日付オンライン版 

（２１） 前掲・首都直下地震帰宅困難者等対策協議会、２４頁 

（２２） 平成２５年８月９日川崎市発表資料 

（２３） 平成２５年１１月８日、日経新聞電子版 

（２４） ２５文科施第２０１号平成２５年８月７日文教施設企

画部長発信文書 

（２５） 沢井 裕、（１９７０年）、『公害の私法的研究』、２０２

頁、一粒社） 

（２６） 徳本 鎮、（１９６９年）、「過失の衣を着た無過失の理

論」、法学セミナー昭和４４年２月号６４頁 

（２７） 植木 哲、（１９９１年）、『災害と法』第二版１６頁、

一粒社 

（２８） 仙台地判昭和５６年５月８日（確定）、判例時報１００

７号３０頁、及び判例評論２５７号４９頁 

（２９） 神戸地判平成１１年９月２０日（確定）、判例時報１１

６７号１０５頁 

（３０） 我妻 栄（２００１年）、新訂物権法（補訂有泉亨）、４

７８頁、岩波書店 

（３１） 最判昭和３１年１２月１８日、民集１０－１２―１５５

９頁） 

（３２） 最判平２年１１月６日、判例時報１４０７号６７頁 

（３３） 其 木提（チ ミット）、（１９９７年）、「土地工作物責

任の一考察：占有者の責任を中心に」北大法学研究科ジ

ュニア・リサーチ・ジャーナルＮＯ．４、２３２頁 

（３４） 東京地判昭５６年１０月８日、判例時報１０４１号８２

頁 

（３５） 前掲・我妻栄４６０頁 

（３６） 前掲・我妻栄４６５頁 

（３７） 稲本洋之助（２０１３年）、注釈民法復刻版７巻１６頁、

有斐閣 


